
議案第８５号資料  健康推進部国民健康保険課  

１  事  業  名 

  所沢市国民健康保険税条例の一部改正 

 

２  事業の概要  

  国民健康保険税の賦課限度額について、被保険者の税負担の公平性を踏

まえ、令和 5 年度分から賦課限度額を変更するため、所要の改正を行うも

のである。 

【改正の主な概要】 

医療給付費分賦課限度額を 63 万円から 65 万円に、後期高齢者支援金等

分賦課限度額を 19 万円から 20 万円に引き上げ、賦課限度額の合計を 99

万円から 102 万円とする。 

 

３  他自治体の類似する政策等 

  国民健康保険税の賦課限度額は、地方税法に基づき保険者である市町村

ごとに条例で規定している。 

  県内においては、川越市、狭山市、越谷市、入間市等で賦課限度額の合

計を 102 万円に改定する予定である。 

   

４  市民参加の実施の有無とその内容 

  なし 

 

５  関係法令、基本計画との整合性 

地方税法施行令 

 

６  事業費及びその財源等 

  なし   

 

７  その他 

  添付資料 

・新旧対照表 

・法定賦課限度額（国）の推移 
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適用年度 医療給付費分
　後期高齢者
　支援金等分

介護納付金分 合　　計

平成4年度 46万円 46万円

平成5年度 50万円 50万円

平成7年度 52万円 52万円

平成9年度 53万円 53万円

平成12年度 53万円 7万円 60万円

平成15年度 53万円 8万円 61万円

平成18年度 53万円 9万円 62万円

平成19年度 56万円 9万円 65万円

平成20年度 47万円 12万円 9万円 68万円

平成21年度 47万円 12万円 10万円 69万円

平成22年度 50万円 13万円 10万円 73万円

平成23年度 51万円 14万円 12万円 77万円

平成26年度 51万円 16万円 14万円 81万円

平成27年度 52万円 17万円 16万円 85万円

平成28年度 54万円 19万円 16万円 89万円

平成30年度 58万円 19万円 16万円 93万円

令和元年度 61万円 19万円 16万円 96万円

令和２年度 63万円 19万円 17万円 99万円

令和４年度 65万円 20万円 17万円 102万円

※  介護納付金分は平成12年度、後期高齢者支援金等分は平成20年度から課税開始となった。

※  現在の所沢市国民健康保険税賦課限度額は、令和2年度法定賦課限度額を適用している。

法定賦課限度額（国）の推移
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